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第
11
章　

自
治
省
創
設
へ
の
政
治
過
程

黒
澤　

良

は
じ
め
に

　

一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
一
一
月
一
〇
日
に
創
設
さ
れ
た
内
務
省
は
、
日
本
が
連
合
軍
の
占
領
統
治
下
に
あ
っ
た
一
九
四
七
（
昭
和

二
二
）
年
一
二
月
三
一
日
を
も
っ
て
廃
止
さ
れ
、
七
四
年
に
わ
た
る
歴
史
を
閉
じ
た
。
以
後
、
一
九
六
〇
（
昭
和
三
五
）
年
七
月
一
日

に
自
治
省
が
設
置
さ
れ
る
ま
で
の
十
数
年
間
は
、
地
方
行
政
を
所
管
す
る
中
央
官
庁
の
機
能
を
強
化
す
る
か
否
か
、
ま
た
強
化
す
る
と

し
て
、
多
岐
に
分
か
れ
た
旧
内
務
省
系
の
諸
官
庁
、
建
設
省
と
厚
生
省
、
労
働
省
、
警
察
庁
の
い
ず
れ
を
地
方
自
治
関
係
の
部
局
と
接

合
す
べ
き
か
、
そ
の
所
掌
事
務
の
範
囲
が
議
論
さ
れ
た
期
間
で
あ
っ
た
。

　

だ
が
、
一
〇
年
あ
ま
り
に
及
ぶ
議
論
を
経
て
よ
う
や
く
発
足
し
た
自
治
省
は
、
旧
内
務
省
地
方
局
の
所
管
行
政
の
み
を
統
合
し
た
、

か
つ
て
の
内
務
省
と
は
比
ぶ
べ
く
も
な
い
規
模
の
官
庁
に
決
着
し
て
い
る
。
内
務
省
解
体
後
の
逆
境
の
時
代
に
総
理
庁
官
房
自
治
課
長

や
地
方
自
治
庁
次
長
、
初
代
自
治
事
務
次
官
を
歴
任
し
た
鈴
木
俊
一
は
「
自
治
省
は
、
純
然
た
る
自
治
の
行
な
わ
れ
る
基
盤
、
地
域
の

自
治
的
な
行
政
を
所
管
す
る
省
と
な
る（

１
）」

と
表
現
し
、
鈴
木
の
後
を
継
い
で
自
治
事
務
次
官
と
な
っ
た
小
林
与
三
次
は
「
内
務
省
は
、

即
自
治
省
で
は
な
い
。
自
治
省
は
、
内
務
省
の
う
ち
の
地
方
自
治
、
地
方
行
政
を
扱
っ
て
い
た
地
方
局
の
流
れ
が
恰
好
つ
い
た
だ
け
で



396

第Ⅲ部　戦後体制の模索

あ
る（

２
）」

と
評
価
す
る
。
戦
後
当
初
に
自
治
事
務
次
官
を
経
験
し
た
二
人
は
、
と
も
に
内
務
省
か
ら
自
治
省
へ
と
い
う
変
遷
の
プ
ロ
セ
ス

を
、
か
つ
て
地
方
行
政
に
加
え
て
警
察
、
土
木
、
保
健
衛
生
、
社
会
・
労
働
行
政
な
ど
国
内
行
政
の
広
範
囲
な
分
野
を
所
管
し
「
内
政

に
お
け
る
総
務
省
」
を
自
負
し
た
内
務
省
が
、
地
方
行
政
の
み
を
専
管
す
る
中
央
官
庁
と
し
て
「
地
方
局
の
流
れ
」
の
み
を
継
承
し

た
自
治
省
へ
と
所
掌
事
務
を
縮
小
さ
せ
る
過
程
と
捉
え
て
い
る
。
自
治
省
の
創
設
は
、
し
か
し
、
内
務
省
と
対
比
す
れ
ば
縮
小
で
あ
る

が
、
地
方
行
政
を
所
管
し
た
旧
地
方
局
と
対
比
す
れ
ば
、
一
つ
の
局
が
、
四
つ
の
局
（
行
政
局
・
選
挙
局
・
財
政
局
・
税
務
局
）
に
加
え

て
、
一
つ
の
外
局
（
消
防
庁
）
か
ら
な
る
一
省
へ
と
拡
大
す
る
過
程
と
評
価
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

　

自
治
省
創
設
つ
い
て
は
、
自
治
官
僚
に
よ
る
回
想
や
小
論
類（

３
）の

ほ
か
に
は
、
創
設
に
い
た
る
過
程
の
検
証
を
直
接
の
テ
ー
マ
と
し

た
本
格
的
な
研
究
は
存
在
し
て
い
な
い
。
地
方
自
治
史
と
い
う
題
名
を
冠
し
た
本
の
な
か
に
は
、
国
と
地
方
自
治
体
と
を
重
視
す
る
立

場
か
ら
、
両
者
を
介
在
す
る
役
割
を
果
た
し
た
自
治
省
の
創
設
に
ま
っ
た
く
言
及
し
て
い
な
い
文
献
す
ら
あ
る
。
ま
た
、
自
治
省
創
設

へ
の
言
及
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
多
く
は
逆
コ
ー
ス
（
講
和
独
立
後
に
、
保
守
政
権
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
た
戦
後
改
革
の
見
直
し
を
「
反
動
的
」

と
批
判
す
る
議
論
）
の
一
環
と
の
評
価
を
与
え
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
自
治
省
の
果
た
す
べ
き
機
能
が
ど
の
よ
う
な
議
論
を
経
て
形

成
さ
れ
た
の
か
と
い
う
、
機
構
の
創
設
過
程
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
反
面
、
発
足
後
の
自
治
省
が
果

た
し
た
役
割
に
つ
い
て
は
、
行
政
学
の
立
場
か
ら
明
確
な
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
。
西
尾
勝
は
、
自
治
省
が
ブ
ロ
ー
カ
ー
（
調
整

者
・
媒
介
者
）
と
し
て
利
害
調
整
に
徹
し
、
中
央
官
庁
の
間
に
あ
っ
て
自
治
体
の
支
持
を
背
景
に
専
門
省
庁
や
大
蔵
省
と
折
衝
し
、
ま

た
地
方
と
の
間
で
は
自
治
体
と
の
折
衝
を
担
う
存
在
と
位
置
づ
け
る（

４
）。

金
井
利
之
は
、「
政
策
官
庁
」
や
「
事
業
官
庁
」
対
し
て
、
自

治
省
を
「
自
治
制
度
官
庁
」、
自
治
の
実
践
に
関
わ
る
制
度
基
盤
の
運
用
を
所
管
す
る
官
庁
と
規
定
す
る（

５
）。

上
述
の
よ
う
な
研
究
状
況

を
ふ
ま
え
て
、
本
章
で
は
、
占
領
軍
に
よ
っ
て
廃
止
を
運
命
づ
け
ら
れ
た
内
務
省
地
方
局
系
の
後
継
官
庁
（
総
理
庁
官
房
自
治
課
・
地

方
財
政
委
員
会
、
地
方
自
治
庁
、
自
治
庁
）
が
、
内
政
省
構
想
を
経
て
、
自
治
省
創
設
へ
と
収
束
す
る
に
い
た
っ
た
政
治
過
程
を
、
と
く

に
国
会
審
議
に
注
目
す
る
こ
と
で
明
ら
か
に
し
た
い（

６
）。




